
 

新学習指導要領における「学校図書館」関連の記述 

（新旧対照） 

 

新小学校学習指導要領（抄） 

（平成20年文部科学省告示第27号） 

 

 

第１章 総   則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ （前略）学校の教育活動を進めるに当たっては、各

学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指

し、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

中で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得さ

せ、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくむととも

に、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生か

す教育の充実に努めなければならない。その際、児童

の発達の段階を考慮して、児童の言語活動を充実する

とともに、家庭との連携を図りながら、児童の学習習

慣が確立するよう配慮しなければならない。 

 

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各教科等の指導に当たっては、児童の思考力、判

断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎的・基本

的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視する

とともに、言語に対する関心や理解を深め、言語に

関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え

、児童の言語活動を充実すること。 

(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基

礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的

な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生

かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫す

ること。 

(9) 各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュー

タや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親

しみ、コンピュータで文字を入力するなどの基本的

な操作や情報モラルを身に付け、適切に活用できる

ようにするための学習活動を充実するとともに、こ

れらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの

教材・教具の適切な活用を図ること。 

(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を

現行小学校学習指導要領（抄） 
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173号一部改正） 

 

第１章 総   則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ （前略）学校の教育活動を進めるに当たっては、各

学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指

し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中

で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基

礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生か

す教育の充実に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

２ 以上のほか、次の次項に配慮するものとする。 

(1) 学校生活全体を通して、言語に対する関心や理解

を深め、言語環境を整え、児童の言語活動が適正に

行われるようにすること。 

 

 

 

(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や問

題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・

関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよ

う工夫すること。 

 

(8) 各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュー

タや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ

親しみ、適切に活用する学習活動を充実するととも

に、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切

な活用を図ること。 

 

 

(9) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を



図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動

を充実すること。 

 

第２章 各 教 科 

第１節 国   語 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 

(3) 書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付

いたり、想像を広げたりしながら読む能力を身に付

けさせるとともに、楽しんで読書しようとする態度

を育てる。 

２ 内 容 

  Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。 

    ア 語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて

音読すること。 

    イ 時間的な順序や事柄の順序など考えながら内

容の大体を読むこと。 

    ウ 場面の様子について、登場人物の行動を中心

に想像を広げながら読むこと。 

    エ 文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこと。 

    オ 文章の内容と自分の経験とを結び付けて、自

分の思いや考えをまとめ、発表し合うこと。 

    カ 楽しんだり知識を得たりするために、本や文

章を選んで読むこと。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような

言語活動を通して指導するものとする。 

ア 本や文章を楽しんだり、想像を広げたりしな

がら読むこと。 

イ 物語の読み聞かせを聞いたり、物語を演じた

りすること。 

ウ 事物の仕組みなどについて説明した本や文章

を読むこと。 

エ 物語や、科学的なことについて書いた本や文

章を読んで、感想を書くこと。 

オ 読んだ本について、好きなところを紹介する

こと。 

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」及び

「Ｃ読むこと」の指導を通して、次の事項につい

て指導する。 

ア 伝統的な言語文化に関する事項 

(ｱ) 昔話や神話・伝承などの本や文章の読み聞

図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動

を充実すること。 

 

第２章 各 教 科 

第１節 国   語 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 

(3) 書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付  

きながら読むことができるようにするとともに、楽

しんで読書しようとする態度を育てる。  

 

２  内 容  

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。 

ア 易しい読み物に興味をもち、読むこと。 

イ 時間的な順序、事柄の順序などを考えながら

内容の大体を読むこと。 

ウ 場面の様子などについて、想像を広げながら

読むこと。 

エ 語や文としてのまとまりや内容、響きなどに

ついて考えながら声に出して読むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔言語事項〕 

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」及び

「Ｃ読むこと」の指導を通して、次の事項につい

て指導する。 

ア 発音・発声に関する事項 

(ｱ) 姿勢、口形などに注意して、はっきりした



かせを聞いたり、発表し合ったりすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

  (3) 目的に応じ、内容の中心をとらえたり段落相互の

関係を考えたりしながら読む能力を身に付けさせる

とともに、幅広く読書しようとする態度を育てる。 

２ 内 容 

Ｂ 書くこと 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような

言語活動を通して指導するものとする。 

イ 疑問に思ったことを調べて、報告する文章を

書いたり、学級新聞などに表したりすること。 

ウ 収集した資料を効果的に使い、説明する文章

などを書くこと。 

Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。  

    ア 内容の中心や場面の様子がよく分かるように

音読すること。 

イ 目的に応じて、中心となる語や文をとらえて

段落相互の関係や事実と意見との関係を考え、

文章を読むこと。 

ウ 場面の移り変わりに注意しながら、登場人物

の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙

述を基に想像して読むこと。 

エ 目的や必要に応じて、文章の要点や細かい点

に注意しながら読み、文章などを引用したり要

約したりすること。 

オ 文章を読んで考えたことを発表し合い、一人

発音で話すこと。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」

及び「Ｃ読むこと」に示す事項の指導は、例えば次

のような言語活動を通して指導するものとする。 

「Ｃ読むこと」 

昔話や童話などの読み聞かせを聞くこと、絵や 

写真などを見て想像を膨らませながら読むこと、

自分の読みたい本を探して読むことなど 

(2) 第１学年において２の内容を指導するに当たって 

は、入門期であることを考慮し、当該学年にふさわ

しい指導を行うこと。その際、(1)の言語活動のうち

、尋ねたり応答したりすること、絵に言葉を入れる

こと、昔話や童話などの読み聞かせを聞くこと、絵

や写真などを見て想像を膨らませながら読むことな

どを主として取り上げるよう配慮すること。  

 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

(3) 目的に応じ、内容の中心をとらえたり段落相互の

関係を考えたりしながら読むことができるようにす

るとともに、幅広く読書しようとする態度を育てる。 

２ 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。 

ア いろいろな読み物に興味をもち、読むこと。 

イ 目的に応じて、中心となる語や文をとらえて

段落相互の関係を考え、文章を正しく読むこと

。 

ウ 場面の移り変わりや情景を、叙述を基に想像

しながら読むこと。 

エ 読み取った内容について自分の考えをまと 

め、一人一人の感じ方について違いのあること

に気付くこと。 

オ 目的に応じて内容を大きくまとめたり、必要

なところは細かい点に注意したりしながら文

章を読むこと。 



一人の感じ方について違いのあることに気付

くこと。 

カ 目的に応じて、いろいろな本や文章を選んで

読むこと。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のよう

な言語活動を通して指導するものとする。 

    ア 物語や詩を読み、感想を述べ合うこと。 

イ 記録や報告の文章、図鑑や事典などを読んで

利用すること。 

ウ 記録や報告の文章を読んでまとめたものを読

み合うこと。 

エ 紹介したい本を取り上げて説明すること。 

オ 必要な情報を得るために、読んだ内容に関連

した他の本や文章などを読むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目 標 

  (3) 目的に応じ、内容や要旨をとらえながら読む能力

を身に付けさせるとともに、読書を通して考えを広

げたり深めたりしようとする態度を育てる。 

２ 内 容 

Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。 

    ア 自分の思いや考えが伝わるように音読や朗読

をすること。 

イ 目的に応じて、本や文章を比べて読むなど効

果的な読み方を工夫すること。 

ウ 目的に応じて、文章の内容を的確に押さえて

要旨をとらえたり、事実と感想、意見などとの

関係を押さえ、自分の考えを明確にしながら読

んだりすること。 

エ 登場人物の相互関係や心情、場面についての

描写をとらえ、優れた叙述について自分の考え

をまとめること。 

オ 本や文章を読んで考えたことを発表し合い、

自分の考えを広げたり深めたりすること。 

カ 書かれている内容の中心や場面の様子がよ

く分かるように声に出して読むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」

及び「Ｃ読むこと」に示す事項の指導は、例えば次

のような言語活動を通して指導するものとする。 

「Ｃ読むこと」 

読んだ内容などに関連した他の文章を読むこ

と、疑問に思った事などについて関係のある図書

資料を探して読むことなど 

 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目 標 

(3) 目的に応じ、内容や要旨を把握しながら読むこと

ができるようにするとともに、読書を通して考えを

広げたり深めたりしようとする態度を育てる。 

２ 内 容 

Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育てるため、次の事項につい

て指導する。 

ア 自分の考えを広げたり深めたりするために、 

必要な図書資料を選んで読むこと。 

イ 目的や意図などに応じて、文章の内容を的確 

に押さえながら要旨をとらえること。 

ウ 登場人物の心情や場面についての描写など、 

優れた叙述を味わいながら読むこと。 

エ 書かれている内容について事象と感想、意見

の関係を押さえ、自分の考えを明確にしながら

読むこと。 

オ 必要な情報を得るために、効果的な読み方を

工夫すること。 

 

 



カ 目的に応じて、複数の本や文章などを選んで

比べて読むこと。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のよう

な言語活動を通して指導するものとする。 

    ア 伝記を読み、自分の生き方について考えるこ

と。 

イ 自分の課題を解決するために、意見を述べた

文章や解説の文章などを利用すること。 

ウ 編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を

読むこと。 

エ 本を読んで推薦の文章を書くこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

  (2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、

「Ｂ書くこと」、「Ｃ読むこと」及び〔伝統的な言語

文化と国語の特質に関する事項〕に示す事項につい

ては、相互に密接に関連付けて指導するようにする

とともに、それぞれの能力が偏りなく養われるよう

にすること。その際、学校図書館などを計画的に利

用しその機能の活用を図るようにすること。また、

児童が情報機器を活用する機会を設けるなどして、

指導の効果を高めるよう工夫すること。 

(5) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指

導については、読書意欲を高め、日常生活において

読書活動を活発に行うようにするとともに、他の教

科における読書の指導や学校図書館における指導と

の関連を考えて行うこと。学校図書館の利用に際し

ては、本の題名や種類などに注目したり、索引を利

用して検索をしたりするなどにより、必要な本や資

料を選ぶことができるように指導すること。なお、

児童の読む図書については、人間形成のため幅広く、

偏りがないように配慮して選定すること。 

３ 教材については、次の事項に留意するものとする。 

  (1) 教材は、話すこと・聞くことの能力、書くことの

能力及び読むことの能力などを偏りなく養うことや

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」

及び「Ｃ読むこと」に示す事項の指導は、例えば次

のような言語活動を通して指導するものとする。  

「Ｃ読むこと」 

読書発表会を行うこと、自分の課題を解決する

ために図鑑や事典などを活用して必要な情報を読

むことなど  

 

第３  指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

１  指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、

「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」に示す事項の指

導については、それぞれが関連的に指導されるよう

にするとともに、それぞれの能力が偏りなく養われ

るようにすること。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、

「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の言語活動の指

導に当たっては、学校図書館などを計画的に利用し

その機能の活用を図るようにすること。  

(6) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指

導については、読書意欲を高め、日常生活において

読書活動を活発に行うようにするとともに、他の教

科における読書の指導や学校図書館における指導

との関連を考えて行うこと。なお、児童の読む図書

については、人間形成のため幅広く、偏りがないよ

うに配慮して選定すること。  

 

 

 

３  教材については、次の事項に留意するものとする。 

(1) 教材は、話すこと・聞くことの能力、書くことの

能力及び読むことの能力を偏りなく養うことや読書



読書に親しむ態度の育成を通して読書習慣を形成す

ることをねらいとし、児童の発達の段階に即して適

切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること

。また、第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞く

こと」、「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」のそれぞ

れの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよう教材

を選定すること。 

(2) 教材は、次のような観点に配慮して取り上げるこ

と。 

ア 国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度

を育てるのに役立つこと。 

イ 伝え合う力、思考力や想像力及び言語感覚を養

うのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てる

のに役立つこと。 

エ 科学的、論理的な見方や考え方をする態度を育

て、視野を広げるのに役立つこと。 

オ 生活を明るくし、強く正しく生きる意志を育て

るのに役立つこと。 

カ 生命を尊重し、他人を思いやる心を育てるのに

役立つこと。 

キ 自然を愛し、美しいものに感動する心を育てる

のに役立つこと。 

ク 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育

てるのに役立つこと。 

ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家、

社会の発展を願う態度を育てるのに役立つこと。 

コ 世界の風土や文化などを理解し、国際協調の精

神を養うのに役立つこと。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材に

ついては、説明的な文章や文学的な文章などの文

章形態を調和的に取り扱うこと。 

 

第２節 社   会 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

(3) 地域における社会的事象を観察、調査するととも

に、地図や各種の具体的資料を効果的に活用し、地

域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについ

て考える力、調べたことや考えたことを表現する力

を育てるようにする。 

２ 内 容 

(3) 地域の人々の生活にとって必要な飲料水、電気、

ガスの確保や廃棄物の処理について、次のことを見

に親しむ態度の育成をねらいとし、児童の発達段階

に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り

上げること。また、第２の３の内容の取扱いに掲げ

る言語活動が十分行われるよう教材を選定するこ

と。  

 

 

(2) 教材は、次のような観点に配慮して取り上げるこ

と。 

ア 国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度 

を育てるのに役立つこと。 

イ 伝え合う力、思考力や想像力及び言語感覚を養

うのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てるの

に役立つこと。 

エ 科学的、論理的な見方や考え方をする態度を育

て、視野を広げるのに役立つこと。 

オ 生活を明るくし、強く正しく生きる意志を育て

るのに役立つこと。 

カ 生命を尊重し、他人を思いやる心を育てるのに

役立つこと。 

キ 自然を愛し、美しいものに感動する心を育てる

のに役立つこと。 

ク 我が国の文化と伝統に対する理解と愛情を育て

るのに役立つこと。 

ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家、

社会の発展を願う態度を育てるのに役立つこと。 

コ 世界の風土や文化などに理解をもち、国際協調

の精神を養うのに役立つこと。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材につ

いては、説明的な文章や文学的な文章などの文章形

態を調和的に取り扱うこと。 

 

第２節 社   会 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

(3) 地域における社会的事象を観察、調査し、地図や

各種の具体的資料を効果的に活用し、調べたことを

表現するとともに、地域社会の社会的事象の特色や

相互の関連などについて考える力を育てるようにす

る。 

２ 内 容 

(3) 地域の人々の生活にとって必要な飲料水、電気、

ガスの確保や廃棄物の処理について、次のことを見



学、調査したり資料を活用したりして調べ、これら

の対策や事業は地域の人々の健康な生活や良好な生

活環境の維持と向上に役立っていることを考えるよ

うにする。  

(4) 地域社会における災害及び事故の防止について、

次のことを見学、調査したり資料を活用したりして

調べ、人々の安全を守るための関係機関の働きとそ

こに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を

考えるようにする。 

(6) 県（都、道、府）の様子について、次のことを資

料を活用したり白地図にまとめたりして調べ、県（

都、道、府）の特色を考えるようにする。 

ア 県（都、道、府）内における自分たちの市（区、

町、村）及び我が国における自分たちの県（都、

道、府）の地理的位置、47都道府県の名称と位置 

イ 県（都、道、府）全体の地形や主な産業の概要、

交通網の様子や主な都市の位置 

ウ 県（都、道、府）内の特色ある地域の人々の生

活 

エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのか

かわり 

 

〔第５学年〕 

１ 目 標 

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに、地図や

地球儀、統計などの各種の基礎的資料を効果的に活

用し、社会的事象の意味について考える力、調べた

ことや考えたことを表現する力を育てるようにす

る。 

２ 内 容 

(1) 我が国の国土の自然などの様子について、次のこ

とを地図や地球儀、資料などを活用して調べ、国土

の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもって

いることを考えるようにする。  

(2) 我が国の農業や水産業について、次のことを調査

したり地図や地球儀、資料などを活用したりして調

べ、それらは国民の食料を確保する重要な役割を果

たしていることや自然環境と深いかかわりをもっ

て営まれていることを考えるようにする。 

(3) 我が国の工業生産について、次のことを調査した

り地図や地球儀、資料などを活用したりして調べ、

それらは国民生活を支える重要な役割を果たして

いることを考えるようにする。 

(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子につ

いて、次のことを調査したり資料を活用したりして

学したり調査したりして調べ、これらの対策や事業

は地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っ

ていることを考えるようにする。  

 

(4) 地域社会における災害及び事故から人々の安全

を守る工夫について、次のことを見学したり調査し

たりして調べ、人々の安全を守るための関係機関の

働きとそこに従事している人々の工夫や努力を考

えるようにする。 

(6) 県（都、道、府）の様子について、次のことを資

料を活用したり白地図にまとめたりして調べ、県（

都、道、府）の特色を考えるようにする。 

ア 県（都、道、府）内における自分たちの市（区

、町、村）の地理的位置 

イ 県（都、道、府）全体の地形や主な産業の概要

、交通網の様子や主な都市の位置 

ウ 産業や地形条件から見て県（都、道、府）内の

特色ある地域の人々の生活 

エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国との

かかわり 

 

 

〔第５学年〕 

１ 目 標 

(3) 社会的事象を具体的に調査し、地図、統計などの

各種の基礎的資料を効果的に活用し、調べたことを

表現するとともに、社会的事象の意味について考え

る力を育てるようにする。 

 

２ 内 容  

 

 

 

 

(1) 我が国の農業や水産業について、次のことを調査

したり地図や地球儀、資料などを活用したりして調

べ、それらは国民の食料を確保する重要な役割を果

たしていることや自然環境と深いかかわりをもっ

て営まれていることを考えるようにする。 

(2) 我が国の工業生産について、次のことを調査した

り地図や地球儀、資料などを活用したりして調べ、

それらは国民生活を支える重要な役割を果たして

いることを考えるようにする。 

(3) 我が国の通信などの産業について、次のことを見

学したり資料を活用したりして調べ、これらの産業



調べ、情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及

ぼしていることや情報の有効な活用が大切である

ことを考えるようにする。 

イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわ

り 

 

 

 

〔第６学年〕 

１ 目 標 

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに、地図や

地球儀、年表などの各種の基礎的資料を効果的に活

用し、社会的事象の意味をより広い視野から考える

力、調べたことや考えたことを表現する力を育てる

ようにする。 

２ 内 容 

(1) 我が国の歴史上の主な事象について、人物の働き

や代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財、資料な

どを活用して調べ、歴史を学ぶ意味を考えるように

するとともに、自分たちの生活の歴史的背景、我が

国の歴史や先人の働きについて理解と関心を深め

るようにする。 

(2) 我が国の政治の働きについて、次のことを調査し

たり資料を活用したりして調べ、国民主権と関連付

けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大

切な働きをしていること、現在の我が国の民主政治

は日本国憲法の基本的な考え方に基づいているこ

とを考えるようにする。 

(3) 世界の中の日本の役割について、次のことを調査

したり地図や地球儀、資料などを活用したりして調

べ、外国の人々と共に生きていくためには異なる文

化や習慣を理解し合うことが大切であること、世界

平和の大切さと我が国が世界において重要な役割

を果たしていることを考えるようにする。 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(3)については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

ア アについては、我が国とつながりが深い国から

数か国を取り上げること。その際、それらの中か

ら児童が一か国を選択して調べるよう配慮し、様

々な外国の文化を具体的に理解できるようにす

るとともに、我が国や諸外国の伝統や文化を尊重

しようとする態度を養うこと。 

ウ イの「国際連合の働き」については、網羅的、

抽象的な扱いにならないよう、ユニセフやユネス

は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや

情報の有効な活用が大切であることを考えるよう

にする。 

(4) 我が国の国土の自然などの様子について、次のこ

とを地図その他の資料を活用して調べ、国土の環境

が人々の生活や産業と密接な関連をもっているこ

とを考えるようにする。 

 

〔第６学年〕 

１ 目 標 

(3) 社会的事象を具体的に調査し、地図や年表などの

各種の基礎的資料を効果的に活用し、調べたことを

表現するとともに、社会的事象の意味をより広い視

野から考える力を育てるようにする。 

 

２ 内 容 

(1) 我が国の歴史上の主な事象について、人物の働き

や代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財、資料な

どを活用して調べ、歴史を学ぶ意味を考えるように

するとともに、自分たちの生活の歴史的背景、我が

国の歴史や先人の働きについて理解と関心を深め

るようにする。 

(2) 我が国の政治の働きについて、次のことを調査し

たり資料を活用したりして調べ、国民主権と関連付

けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大

切な働きをしていること、現在の我が国の民主政治

は日本国憲法の基本的な考え方に基づいているこ

とを考えるようにする。 

(3) 世界の中の日本の役割について、次のことを調査

したり地図や資料などを活用したりして調べ、外国

の人々と共に生きていくためには異なる文化や習

慣を理解し合うことが大切であること、世界平和の

大切さと我が国が世界において重要な役割を果た

していることを考えるようにする。 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(3)については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

ア アについては、我が国とつながりが深い国から

数か国を取り上げること。その際、それらの中か

ら児童が一か国を選択して調べるよう配慮し、様

々な外国の文化を具体的に理解できるようにす

るとともに、我が国や諸外国の文化や伝統を尊重

しようとする態度を養うこと。 

ウ イの「国際連合の働き」については、網羅的、

抽象的な扱いにならないよう、ユニセフやユネス



コの身近な活動を取り上げて具体的に調べるよ

うにすること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(3) 学校図書館や公共図書館、コンピュータなどを活

用して、資料の収集・活用・整理などを行うように

すること。また、第４学年以降においては、教科用

図書「地図」を活用すること。 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(2) 各学年において、地図や統計資料などを効果的に

活用し、我が国の都道府県の名称と位置を身に付け

ることができるように工夫して指導すること。 

 

第４節 理   科 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第３学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｂ 生命・地球 

(1) 昆虫と植物 

身近な昆虫や植物を探したり育てたりして、成

長の過程や体のつくりを調べ、それらの成長のき

まりや体のつくりについての考えをもつことがで

きるようにする。 

(2) 身近な自然の観察 

身の回りの生物の様子を調べ、生物とその周辺

の環境との関係についての考えをもつことができ

るようにする。 

ア 生物は、色、形、大きさなどの姿が違うこと。 

 

  〔第４学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｂ 生命・地球 

(2) 季節と生物 

身近な動物や植物を探したり育てたりして、季

節ごとの動物の活動や植物の成長を調べ、それら

の活動や成長と環境とのかかわりについての考え

をもつことができるようにする。 

(3) 天気の様子 

１日の気温の変化や水が蒸発する様子などを観

察し、天気や気温の変化、水と水蒸気との関係を

調べ、天気の様子や自然界の水の変化についての

考えをもつことができるようにする。 

コの身近な活動を取り上げて具体的に調べるよ

うにすること。 

 

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(4) 学校図書館や公共図書館、コンピュータなどを活

用して、資料の収集・活用・整理などを行うように

すること。また、第４学年以降においては、教科用

図書の地図を活用すること。 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(2) 各学年において、地図や統計資料などを効果的に

活用し、次第に我が国の都道府県の構成について分

かるようにすること。 

 

第４節 理   科 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第３学年〕 

２ 内 容 

Ａ 生物とその環境 

 

(1) 身近な昆虫や植物を探したり育てたりして、成

長の過程や体のつくりを調べ、それらの成長のき

まりや体のつくり及び昆虫と植物とのかかわり

についての考えをもつようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 生物とその環境 

 

(1) 身近な動物や植物を探したり育てたりして、季

節ごとの動物の活動や植物の成長を調べ、それら

の活動や成長と季節とのかかわりについての考え

をもつようにする。 

Ｃ 地球と宇宙 

 

 

 

 



 

  〔第５学年〕 

 １ 目 標 

  (2) 植物の発芽から結実までの過程、動物の発生や成

長、流水の様子、天気の変化を条件、時間、水量、

自然災害などに目を向けながら調べ、見いだした問

題を計画的に追究する活動を通して、生命を尊重す

る態度を育てるとともに、生命の連続性、流水の働

き、気象現象の規則性についての見方や考え方を養

う。 

 ２ 内 容 

  Ｂ 生命・地球 

(2) 動物の誕生 

魚を育てたり人の発生についての資料を活用

したりして、卵の変化の様子や水中の小さな生物

を調べ、動物の発生や成長についての考えをもつ

ことができるようにする。 

(3) 流水の働き 

地面を流れる水や川の様子を観察し、流れる水

の速さや量による働きの違いを調べ、流れる水の

働きと土地の変化の関係についての考えをもつこ

とができるようにする。 

(4) 天気の変化 

１日の雲の様子を観測したり、映像などの情報

を活用したりして、雲の動きなどを調べ、天気の

変化の仕方についての考えをもつことができるよ

うにする。 

ア 雲の量や動きは、天気の変化と関係があるこ

と。 

イ 天気の変化は、映像などの気象情報を用いて

予想できること。 

 

 

 

 

 

〔第６学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｂ 生命・地球 

(1) 人の体のつくりと働き 

人や他の動物を観察したり資料を活用したりし

て、呼吸、消化、排出及び循環の働きを調べ、人

や他の動物の体のつくりと働きについての考えを

もつことができるようにする。 

ア 体内に酸素が取り入れられ、体外に二酸化炭

 

〔第５学年〕 

 １ 目 標 

  (1) 植物の発芽から結実までの過程、動物の発生や成

長などをそれらにかかわる条件に目を向けながら調

べ、見いだした問題を計画的に追究する活動を通し

て、生命を尊重する態度を育てるとともに、生命の

連続性についての見方や考え方を養う。 

 

 

２ 内 容 

Ａ 生物とその環境 

 

(2) 魚を育てたり人の発生についての資料を活用

したりして、卵の変化の様子を調べ、動物の発生

や成長についての考えをもつようにする。 

Ｃ 地球と宇宙 

 

 

 

 

 

(1) １日の天気の様子を観測したり、映像などの情

報を活用したりして、天気の変わり方を調べ、天

気の変化の仕方についての考えをもつようにす

る。 

ア 天気によって１日の気温の変化の仕方に違

いがあること。 

イ 天気の変化は、映像などの気象情報を用いて

予想できること。 

(2) 地面を流れる水や川の様子を観察し、流れる水

の速さや量による働きの違いを調べ、流れる水の

働きと土地の変化の関係についての考えをもつよ

うにする。 

 

 

〔第６学年〕 

 ２ 内 容 

Ａ 生物とその環境 

 

(1) 人及び他の動物を観察したり資料を活用した

りして、呼吸、消化、排出及び循環の働きを調べ

、人及び他の動物の体のつくりと働きについての

考えをもつようにする。 

ア 体内に酸素が取り入れられ、体外に二酸化炭



素などが出されていること。 

(2) 植物の養分と水の通り道 

植物を観察し、植物の体内の水などの行方や葉

で養分をつくる働きを調べ、植物の体のつくりと

働きについての考えをもつことができるようにす

る。 

(3) 生物と環境 

動物や植物の生活を観察したり、資料を活用し

たりして調べ、生物と環境とのかかわりについて

の考えをもつことができるようにする。 

(4) 土地のつくりと変化 

土地やその中に含まれる物を観察し、土地のつ

くりや土地のでき方を調べ、土地のつくりと変化

についての考えをもつことができるようにする。 

(5) 月と太陽 

月と太陽を観察し、月の位置や形と太陽の位置

を調べ、月の形の見え方や表面の様子についての

考えをもつことができるようにする。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(1) 第２の各学年の内容を通じて観察、実験や自然体

験、科学的な体験を充実させることによって、科学

的な知識や概念の定着を図り、科学的な見方や考え

方を育成するよう配慮すること。 

(2) 観察、実験の結果を整理し考察する学習活動や、

科学的な言葉や概念を使用して考えたり説明した

りするなどの学習活動が充実するよう配慮するこ

と。 

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に

示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間などとの

関連を考慮しながら、第３章道徳の第２に示す内容

について、理科の特質に応じて適切な指導をするこ

と。 

 

第９節 体   育 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(6) 保健の指導に当たっては、知識を活用する学習活

動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うこと。 

 

 

第３章 道   徳 

素などが出されていること。 

 

 

 

 

 

 

(2) 動物や植物の生活を観察し、生物の養分のとり

方を調べ、生物と環境とのかかわりについての考

えをもつようにする。 

  Ｃ 地球と宇宙 

   (1) 土地やその中に含まれる物を観察し、土地のつ

くりや土地のでき方を調べ、土地のつくりと変化

についての考えをもつようにする。 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(1) 第２の各学年の内容の「Ａ生物とその環境」、「Ｂ

物質とエネルギー」及び「Ｃ地球と宇宙」の相互の

関連を図り指導の効果を高めるよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 体   育 

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(7) 保健の指導に当たっては、積極的に実習などを取

り入れたり、課題を解決したりしていくような学習

を行うなど指導方法の工夫を行うこと。 

 

第３章 道   徳 



第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

３ 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。 

(3) 先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなどを

題材とし、児童が感動を覚えるような魅力的な教材

の開発や活用を通して、児童の発達の段階や特性等

を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。 

 

第４章 外国語活動 

第１ 目 標 

 外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深

め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育

成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませな

がら、コミュニケーション能力の素地を養う。 

 

第５章 総合的な学習の時間 

第１ 目 標 

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課

題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び

方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主

体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き

方を考えることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。  

(4) 育てようとする資質や能力及び態度については、

例えば、学習方法に関すること、自分自身に関する

こと、他者や社会とのかかわりに関することなどの

視点を踏まえること。 

 ２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては、他者と

協同して問題を解決しようとする学習活動や、言語

により分析し、まとめたり表現したりするなどの学

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

３ 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。 

(2) ボランティア活動や自然体験活動などの体験活動

を生かすなど多様な指導の工夫、魅力的な教材の開

発や活用などを通して、児童の発達段階や特性を考

慮した創意工夫ある指導を行うこと。   

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総   則 

第３ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や

学校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的な学習

や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生

かした教育活動を行うものとする。 

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらい

をもって指導を行うものとする。 

(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的

に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育

てること。 

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や

探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、

自己の生き方を考えることができるようにするこ

と。 

(3) 各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技

能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし

、それらが総合的に働くようにすること。 

４ 各学校においては、学校における全教育活動との関

連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力

及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評

価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画

を作成するものとする。 

 

 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たって

は、次の事項に配慮するものとする。 

 

 

 



習活動が行われるようにすること。 

(3) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、も

のづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験、

見学や調査、発表や討論などの学習活動を積極的に

取り入れること。 

(6) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、

図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団

体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の

積極的な活用などの工夫を行うこと。 

(7) 国際理解に関する学習を行う際には、問題の解決

や探究活動に取り組むことを通して、諸外国の生活

や文化などを体験したり調査したりするなどの学習

活動が行われるようにすること。  

(8) 情報に関する学習を行う際には、問題の解決や探

究活動に取り組むことを通して、情報を収集・整理

・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響

を考えたりするなどの学習活動が行われるようにす

ること。 

 

第６章 特 別 活 動 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

〔学級活動〕 

２ 内 容 

〔第１学年及び第２学年〕 

   学級を単位として、仲良く助け合い学級生活を楽し

くするとともに、日常の生活や学習に進んで取り組も

うとする態度の育成に資する活動を行うこと。  

〔第３学年及び第４学年〕 

   学級を単位として、協力し合って楽しい学級生活を

つくるとともに、日常の生活や学習に意欲的に取り組

もうとする態度の育成に資する活動を行うこと。  

〔第５学年及び第６学年〕 

  学級を単位として、信頼し支え合って楽しく豊かな

学級や学校の生活をつくるとともに、日常の生活や学

習に自主的に取り組もうとする態度の向上に資する

活動を行うこと。 

〔共通事項〕 

(2) 日常の生活や学習への適応及び健康安全 

   オ 学校図書館の利用 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観

察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや

生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積

極的に取り入れること。 

(4) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、

図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団

体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の

積極的な活用などについて工夫すること。 

(5) 国際理解に関する学習の一環としての外国語会

話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外

国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親し

んだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な

学習が行われるようにすること。 

 

 

 

 

 

第４章 特 別 活 動 

第２ 内 容 

  Ａ 学級活動   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関

すること。 

希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な

生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図

書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形

成、学校給食と望ましい食習慣の形成など 

 

 



 

新中学校学習指導要領（抄） 

（平成20年文部科学省告示第28号） 

 

第１章 総   則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ （前略）学校の教育活動を進めるに当たっては、各

学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指

し、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

中で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得さ

せ、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくむととも

に、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生か

す教育の充実に努めなければならない。その際、生徒

の発達の段階を考慮して、生徒の言語活動を充実する

とともに、家庭との連携を図りながら、生徒の学習習

慣が確立するよう配慮しなければならない。 

 

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

 ２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各教科等の指導に当たっては、生徒の思考力、判

断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎的・基本

的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視する

とともに、言語に対する関心や理解を深め、言語に

関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え

、生徒の言語活動を充実すること。 

(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基

礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的

な学習を重視するとともに、生徒の興味・関心を生

かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫す

ること。 

(10) 各教科等の指導に当たっては、生徒が情報モラ

ルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワー

クなどの情報手段を適切かつ主体的、積極的に活用

できるようにするための学習活動を充実するととも

に、これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器

などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用

を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活

動を充実すること。 

 

第２章 各 教 科 

第１節 国   語 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 

現行中学校学習指導要領（抄） 

（平成10年文部省告示第176号、平成15年文部科学省告示

第173号一部改正） 

 

第１章 総   則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ （前略）学校の教育活動を進めるに当たっては、各

学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指

し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中

で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基

礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生か

す教育の充実に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第６ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 

(1) 学校生活全体を通して、言語に対する関心や理解

を深め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に

行われるようにすること。 

 

 

 

(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や問

題解決的な学習を重視するとともに、生徒の興味・

関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよ

う工夫すること。 

 

(9) 各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュー

タや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極

的に活用できるようにするための学習活動の充実

に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教

材・教具の適切な活用を図ること。  

 

(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を

図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動

を充実すること。  

 

第２章 各 教 科 

第１節 国   語 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 



 １ 目 標 

(3) 目的や意図に応じ、様々な本や文章などを読み、

内容や要旨を的確にとらえる能力を身に付けさせ

るとともに、読書を通してものの見方や考え方を広

げようとする態度を育てる。 

２ 内 容 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため、次の事項につ

いて指導する。 

ア 文脈の中における語句の意味を的確にとら

え、理解すること。 

イ 文章の中心的な部分と付加的な部分、事実と

意見などとを読み分け、目的や必要に応じて要

約したり要旨をとらえたりすること。 

ウ 場面の展開や登場人物などの描写に注意し

て読み、内容の理解に役立てること。 

エ 文章の構成や展開、表現の特徴について、自

分の考えをもつこと。 

オ 文章に表れているものの見方や考え方をと

らえ、自分のものの見方や考え方を広くするこ

と。 

カ 本や文章などから必要な情報を集めるため

の方法を身に付け、目的に応じて必要な情報を

読み取ること。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のよう

な言語活動を通して指導するものとする。 

ア 様々な種類の文章を音読したり朗読したり

すること。 

イ 文章と図表などとの関連を考えながら、説明

や記録の文章を読むこと。 

ウ 課題に沿って本を読み、必要に応じて引用し

て紹介すること。 

 

〔第２学年〕 

 １ 目 標 

(3) 目的や意図に応じ、文章の内容や表現の仕方に注

意して読む能力、広い範囲から情報を集め効果的に

活用する能力を身に付けさせるとともに、読書を生

活に役立てようとする態度を育てる。 

 ２ 内 容 

  Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育成するため、次の事項につ

いて指導する。 

ア 抽象的な概念を表す語句や心情を表す語句な

どに注意して読むこと。 

１ 目 標 

(3) 様々な種類の文章を読み内容を的確に理解する

能力を高めるとともに、読書に親しみものの見方や

考え方を広げようとする態度を育てる。  

 

２  内 容 

Ｃ  読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため、次の事項につ

いて指導する。 

ア 文脈の中における語句の意味を正確にとら

え、理解すること。  

イ 文章の展開に即して内容をとらえ、目的や必

要に応じて要約すること。  

ウ 文章の中心の部分と付加的な部分、事実と意

見などを読み分けて、文章の構成や展開を正確

にとらえ、内容の理解に役立てること。  

エ 文章の展開を確かめながら主題を考えたり

要旨をとらえたりすること。  

オ 文章に表れているものの見方や考え方を理

解し、自分のものの見方や考え方を広くするこ

と。  

カ 様々な種類の文章から必要な情報を集める

ための読み方を身に付けること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第２学年及び第３学年〕  

１ 目 標 

(3) 目的や意図に応じて文章を読み、広い範囲から情

報を集め、効果的に活用する能力を身に付けさせる

とともに、読書を生活に役立て自己を向上させよう

とする態度を育てる。  

２ 内 容 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため、次の事項につ

いて指導する。 

ア 文脈の中における語句の効果的な使い方に

ついて理解し、自分の言葉の使い方に役立てる



イ 文章全体と部分との関係、例示や描写の効果、

登場人物の言動の意味などを考え、内容の理解

に役立てること。 

ウ 文章の構成や展開、表現の仕方について、根

拠を明確にして自分の考えをまとめること。 

エ 文章に表れているものの見方や考え方につい

て、知識や体験と関連付けて自分の考えをもつ

こと。 

オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な

情報を得て、自分の考えをまとめること。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような

言語活動を通して指導するものとする。 

ア 詩歌や物語などを読み、内容や表現の仕方に

ついて感想を交流すること。 

イ 説明や評論などの文章を読み、内容や表現の

仕方について自分の考えを述べること。 

ウ 新聞やインターネット、学校図書館等の施設

などを活用して得た情報を比較すること。 

 

〔第３学年〕 

 １ 目 標 

(3) 目的や意図に応じ、文章の展開や表現の仕方など

を評価しながら読む能力を身に付けさせるととも

に、読書を通して自己を向上させようとする態度を

育てる。 

２ 内 容 

  Ｃ 読むこと 

   (1) 読むことの能力を育成するため、次の事項につ

いて指導する。 

ア 文脈の中における語句の効果的な使い方など

、表現上の工夫に注意して読むこと。 

イ 文章の論理の展開の仕方、場面や登場人物の

設定の仕方をとらえ、内容の理解に役立てるこ

と。 

ウ 文章を読み比べるなどして、構成や展開、表

現の仕方について評価すること。 

エ 文章を読んで、人間、社会、自然などについ

て考え、自分の意見をもつこと。 

オ 目的に応じて本や文章などを読み、知識を広

げたり、自分の考えを深めたりすること。 

(2) (1)に示す事項については、例えば、次のよう

な言語活動を通して指導するものとする。 

ア 物語や小説などを読んで批評すること。 

イ 論説や報道などに盛り込まれた情報を比較

して読むこと。 

こと。  

イ 書き手の論理の展開の仕方を的確にとらえ、

内容の理解や自分の表現に役立てること。  

ウ 表現の仕方や文章の特徴に注意して読むこ

と。  

エ 文章を読んで人間、社会、自然などについて

考え、自分の意見をもつこと。  

オ 目的をもって様々な文章を読み、必要な情報

を集めて自分の表現に役立てること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウ 自分の読書生活を振り返り、本の選び方や読

み方について考えること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、

「Ｂ書くこと」、「Ｃ読むこと」及び〔伝統的な言語

文化と国語の特質に関する事項〕について相互に密

接な関連を図り、効果的に指導すること。その際、

学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用

を図るようにすること。また、生徒が情報機器を活

用する機会を設けるなどして、指導の効果を高める

よう工夫すること。 

(5) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指

導については、様々な文章を読んで、自分の表現に

役立てられるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教材については、次の事項に留意するものとする。 

(1) 教材は、話すこと・聞くことの能力、書くことの

能力、読むことの能力などを偏りなく養うことや読

書に親しむ態度の育成をねらいとし、生徒の発達の

段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に

取り上げること。また、第２の各学年の内容の「Ａ

話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読む

こと」のそれぞれの(２)に掲げる言語活動が十分行

われるよう教材を選定すること。 

(2) 教材は、次のような観点に配慮して取り上げるこ

と。 

ア 国語に対する認識を深め、国語を尊重する態度

を育てるのに役立つこと。 

イ 伝え合う力、思考力や想像力を養い言語感覚を

豊かにするのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養

うのに役立つこと。 

エ 科学的、論理的な見方や考え方を養い、視野を

広げるのに役立つこと。 

オ 人生について考えを深め、豊かな人間性を養い、

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い  

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(1) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」、

「Ｂ書くこと」、「Ｃ読むこと」及び〔言語事項〕に

ついて相互に密接な関連を図るとともに、各学年に

ふさわしい学習活動を組織して効果的に指導する

こと。 

 

 

 

(4) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指

導については、次の事項に留意すること。 

ア 目的や意図に応じて的確に読み取る能力や読

書に親しむ態度を育てるようにすること。その際

、広く言語文化についての関心を深めるようにし

たり、日常生活における読書活動が活発に行われ

るようにしたりすること。  

(5) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと

」、「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の言語活動

の指導に当たっては、学校図書館などを計画的に

利用しその機能の活用を図るようにすること。  

３ 教材については、次の事項に留意するものとする。 

(1) 教材は、話すこと・聞くことの能力、書くことの

能力及び読むことの能力を偏りなく養うことや読書

に親しむ態度の育成をねらいとし、生徒の発達段階

に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り

上げること。また、１の(2)のイ、(3)のイ及び(4)

のエに掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選

定すること。 

 

(2) 教材は、次のような観点に配慮して取り上げるこ

と。 

ア 国語に対する認識を深め、国語を尊重する態度

を育てるのに役立つこと。 

イ 伝え合う力、思考力や想像力を養い言語感覚を

豊かにするのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養

うのに役立つこと。 

エ 科学的、論理的な見方や考え方を養い、視野を

広げるのに役立つこと。 

オ 人生について考えを深め、豊かな人間性を養い、



たくましく生きる意志を育てるのに役立つこと。 

カ 人間、社会、自然などについての考えを深める

のに役立つこと。 

キ 我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め

、それらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 

ク 広い視野から国際理解を深め、日本人としての

自覚をもち、国際協調の精神を養うのに役立つこ

と。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材につ

いては、各学年で説明的な文章や文学的な文章など

の文章形態を調和的に取り扱うこと。 

(4) 我が国の言語文化に親しむことができるよう、近

代以降の代表的な作家の作品を、いずれかの学年で

取り上げること。 

(5) 古典に関する教材については、古典の原文に加え、

古典の現代語訳、古典について解説した文章などを

取り上げること。 

 

第２節 社   会 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

 ２ 内 容 

(1) 世界の様々な地域 

ア 世界の地域構成 

地球儀や世界地図を活用し、緯度と経度、大陸

と海洋の分布、主な国々の名称と位置、地域区分

などを取り上げ、世界の地域構成を大観させる。 

(2) 日本の様々な地域 

ア 日本の地域構成 

地球儀や地図を活用し、我が国の国土の位置、

世界各地との時差、領域の特色と変化、地域区分

などを取り上げ、日本の地域構成を大観させる。 

 ３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(1)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

エ エについては、様々な資料を的確に読み取った

り、地図を有効に活用して事象を説明したりする

などの作業的な学習活動を取り入れること。また、

自分の解釈を加えて論述したり、意見交換したり

するなどの学習活動を充実させること。 

  

〔歴史的分野〕 

 １ 目 標 

(4) 身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して

歴史に対する興味・関心を高め、様々な資料を活用

たくましく生きる意志を育てるのに役立つこと。 

カ 人間、社会、自然などについての考えを深める

のに役立つこと。 

キ 我が国の文化と伝統に対する関心や理解を深め

、それらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 

ク 広い視野から国際理解を深め、日本人としての

自覚をもち、国際協調の精神を養うのに役立つこ

と。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材につ

いては、各学年で説明的な文章や文学的な文章など

の文章形態を調和的に取り扱うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 社   会 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

２ 内 容 

(1) 世界と日本の地域構成 

ア 世界の地域構成 

地球儀や世界地図を活用し、緯度と経度、大陸

と海洋の分布、主な国々の名称と位置などを取り

上げ、世界の地域構成を大観させる。 

 

イ 日本の地域構成 

地球儀や地図を活用し、我が国の国土の位置、 

領域の特色、地域区分などを取り上げ、日本の地

域構成を大観させる。 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(1)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

エ イの(ｲ)については、生徒の既得知識を踏まえ

て、都道府県名のほかに都道府県庁所在地名も取

り上げること。なお、都道府県の位置と名称につ

いては地図を用いて身に付けさせ、大まかに日本

地図を描けるようにすること。 

 

〔歴史的分野〕 

 １ 目 標 

(4) 身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して

歴史に対する興味や関心を高め、様々な資料を活用



して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判

断するとともに適切に表現する能力と態度を育て

る。 

３ 内容の取扱い 

  (1) 内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも

のとする。 

   イ 歴史的事象の意味・意義や特色、事象間の関連

を説明したり、課題を設けて追究したり、意見交

換したりするなどの学習を重視して、思考力、判

断力、表現力等を養うとともに、学習内容の確か

な理解と定着を図ること。 

  

 

 

〔公民的分野〕 

 １ 目 標 

  (4) 現代の社会的事象に対する関心を高め、様々な資

料を適切に収集、選択して多面的・多角的に考察し、

事実を正確にとらえ、公正に判断するとともに適切

に表現する能力と態度を育てる。 

 ３ 内容の取扱い 

(1) 内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも

のとする。 

   ウ 分野全体を通して、習得した知識を活用して、

社会的事象について考えたことを説明させたり、

自分の意見をまとめさせたりすることにより、思

考力、判断力、表現力等を養うこと。また、考え

させる場合には、資料を読み取らせて解釈させた

り、議論などを行って考えを深めさせたりするな

どの工夫をすること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(3) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにするた

め、基本的な事項・事柄を厳選して指導内容を構成

するものとし、基本的な内容が確実に身に付くよう

指導すること。また、生徒の主体的な学習を促し、

課題を解決する能力を一層培うため、各分野におい

て、第２の内容の範囲や程度に十分配慮しつつ事項

を再構成するなどの工夫をして、適切な課題を設け

て行う学習の充実を図るようにすること。 

 

２ 指導の全般にわたって、資料を選択し活用する学習

活動を重視するとともに作業的、体験的な学習の充実

して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判

断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる

。 

３ 内容の取扱い 

  (1) 内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも

のとする。 

ア 生徒の発達段階を考慮し、抽象的で高度な内容

や複雑な社会構造などに深入りすることは避ける

とともに、各時代の特色を表す歴史的事象を重点

的に選んで指導内容を構成することにより、細か

な知識を記憶するだけの学習に陥らないようにす

ること。なお、年代の表し方や時代区分について

も基本的な理解を得させるようにすること。 

 

〔公民的分野〕 

 １ 目 標 

(4) 現代の社会的事象に対する関心を高め、様々な資

料を適切に収集、選択して多面的・多角的に考察し、

事実を正確にとらえ、公正に判断するとともに適切

に表現する能力と態度を育てる。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(3) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにするた

め、基本的な事項・事柄を厳選して指導内容を構成

するものとし、細かな事象を網羅的に羅列したり高

度な事項・事柄に深入りしたりしないこと。 

また、生徒の主体的な学習を促し、課題を解決す

る能力を一層培うため、各分野において、第２の内

容の範囲や程度に十分配慮しつつ事項を再構成する

などの工夫をして、適切な課題を設けて行う学習の

充実を図るようにすること。 

２ 指導の全般にわたって、資料を選択し活用する学習

活動を重視するとともに作業的、体験的な学習の充実



を図るようにする。その際、地図や年表を読みかつ作

成すること、新聞、読み物、統計その他の資料に平素

から親しみ適切に活用すること、観察や調査などの過

程と結果を整理し報告書にまとめ、発表することなど

の活動を取り入れるようにする。また、資料の収集、

処理や発表などに当たっては、コンピュータや情報通

信ネットワークなどを積極的に活用し、指導に生かす

ことで、生徒が主体的に情報手段を活用できるよう配

慮するものとする。その際、情報モラルの指導にも配

慮するものとする。 

 

第３節 数   学 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年〕 

 １ 目 標 

  (4) 目的に応じて資料を収集して整理し、その資料の

傾向を読み取る能力を培う。 

 ２ 内 容 

  Ｄ 資料の活用 

   (1) 目的に応じて資料を収集し、コンピュータを用

いたりするなどして表やグラフに整理し、代表値

や資料の散らばりに着目してその資料の傾向を読

み取ることができるようにする。 

ア ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解

すること。 

イ ヒストグラムや代表値を用いて資料の傾向を

とらえ説明すること。 

〔数学的活動〕 

(1) 「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄ資

料の活用」の学習やそれらを相互に関連付けた学

習において、次のような数学的活動に取り組む機

会を設けるものとする。 

ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質など

を見いだす活動 

イ 日常生活で数学を利用する活動 

ウ 数学的な表現を用いて、自分なりに説明し伝

え合う活動 

  

〔第２学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｄ 資料の活用 

   (1) 不確定な事象についての観察や実験などの活動

を通して、確率について理解し、それを用いて考

察し表現することができるようにする。 

ア 確率の必要性と意味を理解し、簡単な場合に

を図るようにする。その際、地図や年表を読みかつ作

成すること、新聞、読み物、統計その他の資料に平素

から親しみ適切に活用すること、観察や調査などの過

程と結果を整理し報告書にまとめ、発表することなど

の活動を取り入れるようにする。また、資料の収集、

処理や発表などに当たっては、コンピュータや情報通

信ネットワーク、教育機器の活用を促すようにする。 

 

 

 

 

第３節 数   学 

第２ 各学年の目標及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第２学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｃ 数量関係 

(2) 具体的な事象についての観察や実験を通して、

確率について理解する。 

ア 起こり得る場合を順序よく整理することがで

きること。 



ついて確率を求めること。 

イ 確率を用いて不確定な事象をとらえ説明する

こと。 

  〔数学的活動〕 

   (1) 「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄ資

料の活用」の学習やそれらを相互に関連付けた学

習において、次のような数学的活動に取り組む機

会を設けるものとする。 

ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質など

を見いだし、発展させる活動 

イ 日常生活や社会で数学を利用する活動 

ウ 数学的な表現を用いて、根拠を明らかにし筋

道立てて説明し伝え合う活動 

 

〔第３学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｄ 資料の活用 

   (1) コンピュータを用いたりするなどして、母集団

から標本を取り出し、標本の傾向を調べることで、

母集団の傾向が読み取れることを理解できるよう

にする。 

ア 標本調査の必要性と意味を理解すること。 

イ 簡単な場合について標本調査を行い、母集団

の傾向をとらえ説明すること。 

  〔数学的活動〕 

(1) 「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄ資

料の活用」の学習やそれらを相互に関連付けた学

習において、次のような数学的活動に取り組む機

会を設けるものとする。 

ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質など

を見いだし、発展させる活動 

イ 日常生活や社会で数学を利用する活動 

ウ 数学的な表現を用いて、根拠を明らかにし筋

道立てて説明し伝え合う活動 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

３ 数学的活動の指導に当たっては、次の事項に配慮す

るものとする。 

(1) 数学的活動を楽しめるようにするとともに、数学

を学習することの意義や数学の必要性などを実感

する機会を設けること。 

(2) 自ら課題を見いだし、解決するための構想を立て

、実践し、その結果を評価・改善する機会を設ける

こと。 

(3) 数学的活動の過程を振り返り、レポートにまとめ

イ 不確定な事象が起こり得る程度を表す確率の

意味を理解し、簡単な場合について確率を求め

ることができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発表することなどを通して、その成果を共有する機

会を設けること。 

４ 課題学習とは、生徒の数学的活動への取組を促し思

考力、判断力、表現力等の育成を図るため、各領域の

内容を総合したり日常の事象や他教科等での学習に関

連付けたりするなどして見いだした課題を解決する学

習であり、この実施に当たっては各学年で指導計画に

適切に位置付けるものとする。 

 

第４節 理   科 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔第１分野〕 

 １ 目 標 

(4) 物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活

動を行い、これらの活動を通して科学技術の発展と

人間生活とのかかわりについて認識を深め、科学的

に考える態度を養うとともに、自然を総合的に見る

ことができるようにする。 

２ 内 容 

(1) 身近な物理現象 

身近な事物・現象についての観察、実験を通して、

光や音の規則性、力の性質について理解させるとと

もに、これらの事物・現象を日常生活や社会と関連

付けて科学的にみる見方や考え方を養う。 

(5) 運動とエネルギー 

物体の運動やエネルギーに関する観察、実験を通

して、物体の運動の規則性やエネルギーの基礎につ

いて理解させるとともに、日常生活や社会と関連付

けて運動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養

う。 

  

〔第２分野〕 

 １ 目 標 

(4) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる

活動を行い、これらの活動を通して生命を尊重し、

自然環境の保全に寄与する態度を育て、自然を総合

的に見ることができるようにする。 

 

２ 内 容 

(3) 動物の生活と生物の変遷 

   エ 生物の変遷と進化 

(ｱ) 生物の変遷と進化 

現存の生物や化石の比較などを基に、現存の

生物は過去の生物が変化して生じてきたもので

あることを体のつくりと関連付けてとらえるこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 理   科 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔第１分野〕 

 １ 目 標 

(4) 物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活 

動を通して、日常生活と関連付けて科学的に考える

態度を養うとともに、自然を総合的に見ることがで

きるようにする。 

 

２ 内 容 

(1) 身近な物理現象 

身近な事物・現象についての観察、実験を通して、

光や音の規則性、力の性質について理解させるとと

もに、これらの事象を日常生活と関連付けて科学的

にみる見方や考え方を養う。 

(5) 運動の規則性 

物体の運動やエネルギーに関する観察、実験を通

して、物体の運動の規則性やエネルギーの基礎につ

いて理解させるとともに、日常生活と関連付けて運

動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養う。 

 

 

〔第２分野〕 

１ 目 標 

(4) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる 

活動を行い、自然の調べ方を身に付けるとともに、

これらの活動を通して自然環境を保全し、生命を尊

重する態度を育て、自然を総合的に見ることができ

るようにする。 

 ２ 内 容 

(3) 動物の生活と種類 

 

 

 

 

 



と。 

  (4) 気象とその変化 

   ウ 日本の気象 

    (ｱ) 日本の天気の特徴 

天気図や気象衛星画像などから、日本の天気

の特徴を気団と関連付けてとらえること。 

    (ｲ) 大気の動きと海洋の影響 

気象衛星画像や調査記録などから、日本の気

象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連

付けてとらえること。 

  (5) 生命の連続性 

   イ 遺伝の規則性と遺伝子 

(ｱ) 遺伝の規則性と遺伝子 

交配実験の結果などに基づいて、親の形質が

子に伝わるときの規則性を見いだすこと。 

(6) 地球と宇宙 

身近な天体の観察を通して、地球の運動について

考察させるとともに、太陽や惑星の特徴及び月の運

動と見え方を理解させ、太陽系や恒星など宇宙につ

いての認識を深める。 

  (7) 自然と人間 

自然環境を調べ、自然界における生物相互の関係

や自然界のつり合いについて理解させるとともに、

自然と人間のかかわり方について認識を深め、自然

環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学

的に考察し判断する態度を養う。 

ア 生物と環境 

(ｲ) 自然環境の調査と環境保全 

身近な自然環境について調べ、様々な要因が

自然界のつり合いに影響していることを理解す

るとともに、自然環境を保全することの重要性

を認識すること。 

   ウ 自然環境の保全と科学技術の利用 

 ３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(2)については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

ア アの(ｱ)の「火山」については、粘性と関係付

けながら代表的な火山を扱うこと。「マグマの性

質」については、粘性を扱うこと。「火山岩」及

び「深成岩」については、代表的な岩石を扱うこ

と。また、代表的な造岩鉱物も扱うこと。 

イ アの(ｲ)については、地震の現象面を中心に取

り扱い、初期微動継続時間と震源までの距離との

定性的な関係にも触れること。また、「地球内部

の働き」については、日本付近のプレートの動き

(4) 天気とその変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 生物の細胞と生殖 

 

 

 

 

(6) 地球と宇宙 

身近な天体の観察を通して、地球の運動について

考察させるとともに、太陽の特徴及び太陽系につい

ての認識を深める。 

 

(7) 自然と人間 

微生物の働きや自然環境を調べ、自然界における 

生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解

し、自然と人間のかかわり方について総合的に見た

り考えたりすることができるようにする。 

ア 自然と環境 

(ｲ) 学校周辺の身近な自然環境について調べ、自

然環境は自然界のつり合いの上に成り立ってい

ることを理解するとともに、自然環境を保全す

ることの重要性を認識すること。 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(2)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

イ イの(ｱ)の「火山」については、代表的なものを

二つ又は三つ取り上げること。「マグマの性質」

については、粘性を中心に取り上げ、化学組成は

扱わないこと。「火山岩」及び「深成岩」につい

ては、それぞれ１種類を扱うものとし、代表的な

造岩鉱物にも触れること。 

ウ イの(ｲ) については、地震の現象面を中心に取

り扱い、初期微動継続時間と震源までの距離との

関係も取り上げるが、その公式は取り上げないこ



を扱うこと。 

ウ イの(ｱ)については、地層を形成している代表

的な堆積岩も取り上げること。「野外観察」につ

いては、学校内外の地層を観察する活動とするこ

と。「地層」については、断層、 褶曲にも触れる

こと。「化石」については、示相化石及び示準化

石を取り上げること。「地質年代」の区分は古生

代、中生代、新生代の第三紀及び第四紀を取り上

げること。 

(7) 内容の(6)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

ウ イの(ｲ)については、日食や月食にも触れること

。 

エ イの(ｳ)の「惑星」については、大きさ、大気組

成、表面温度、衛星の存在などを取り上げること。

その際、地球には生命を支える条件が備わってい

ることにも触れること。「恒星」については、自ら

光を放つことや太陽もその一つであることを扱う

こと。その際、恒星の集団としての銀河系の存在

にも触れること。「太陽系の構造」における惑星の

見え方については、金星を取り上げ、その満ち欠

けと見かけの大きさを扱うこと。また、惑星以外

の天体が存在することにも触れること。 

 

(8) 内容の(7)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

イ アの(ｲ)については、生物や大気、水などの自然

環境を直接調べたり、記録や資料を基に調べたり

するなどの活動を行うこと。また、地球温暖化や

外来種にも触れること。 

ウ イの(ｱ)については、地球規模でのプレートの動

きも扱うこと。また、「災害」については、記録や

資料などを用いて調べ、地域の災害について触れ

ること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(2) 学校や生徒の実態に応じ、十分な観察や実験の時

間、課題解決のために探究する時間などを設けるよ

うにすること。その際、問題を見いだし観察、実験

を計画する学習活動、観察、実験の結果を分析し解

釈する学習活動、科学的な概念を使用して考えたり

説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮

すること。 

と。「地球内部の働き」については、プレートの

動きに触れる程度にとどめること。 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 内容の(6)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

ウ イの(ｱ)の「太陽の特徴」については、形、大き

さ、表面の様子などを取り上げ、放出された多量

の光による地表への影響にも触れること。「恒星

と惑星の特徴」については、「恒星」については

自ら光を放ち相互の星の位置を変えずに星座をつ

くっている天体であることを扱う程度とし、「惑

星」については恒星との対比において違いを扱う

程度とすること。「太陽系の構造」における惑星

の見え方については、内惑星のみを扱うこと。「太

陽系の構造」を扱う際に、惑星の大きさにも触れ

ること。 

また、太陽系外に恒星があることにも触れるこ

と。 

(8) 内容の(7)については、次のとおり取り扱うものと

する。 

イ アの(ｲ)の自然環境について調べることについ   

ては、学校周辺の生物や大気、水などの自然環境

を直接調べたり、記録や資料を基に調べたりする

活動などを適宜行うこと。 

ウ イの(ｱ)については、記録や資料を基に調べるこ

と。「災害」については、地域において過去に地

震、火山、津波、台風、洪水などの災害があった

場合には、その災害について調べること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(2) 学校や生徒の実態に応じ、十分な観察や実験の時

間、課題解決のために探究する時間などを設けるよ

う配慮すること。 

 

 

 

 



４ 各分野の指導に当たっては、観察、実験の過程での

情報の検索、実験、データの処理、実験の計測などに

おいて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを

積極的かつ適切に活用するよう配慮するものとする。 

 

第５節 音   楽 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

   (1) 鑑賞の活動を通して、次の事項を指導する。 

    イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他

の芸術と関連付けて、鑑賞すること。 

ウ 我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸

民族の音楽の特徴から音楽の多様性を感じ取り

、鑑賞すること。 

 

  〔第２学年及び第３学年〕 

２ 内容 

  Ｂ 鑑賞 

   (1) 鑑賞の活動を通して、次の事項を指導する。 

    イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他

の芸術と関連付けて理解して、鑑賞すること。 

ウ 我が国や郷土の伝統音楽及び諸外国の様々な

音楽の特徴から音楽の多様性を理解して、鑑賞

すること。 

 

 

第６節 美   術 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年〕 

 １ 目 標 

(3) 自然の造形や美術作品などについての基礎的な理

解や見方を広げ、美術文化に対する関心を高め、よ

さや美しさなどを味わう鑑賞の能力を育てる。 

２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

   (1) 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう

活動を通して、鑑賞に関する次の事項を指導する。 

    イ 身近な地域や日本及び諸外国の美術の文化遺

産などを鑑賞し、そのよさや美しさなどを感じ

取り、美術文化に対する関心を高めること。 

  

〔第２学年及び３学年〕 

 １ 目 標 

４ 各分野の指導に当たっては、観察、実験の過程での

情報の検索、実験、データの処理、実験の計測などに

おいて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを

積極的に活用するよう配慮するものとする。 

 

第５節 音   楽 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年〕 

 ２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

(1) 鑑賞の活動を通して、次の事項を指導する。 

ウ 我が国の音楽及び世界の諸民族の音楽におけ

る楽器の音色や奏法と歌唱表現の特徴から音楽

の多様性を感じ取って聴くこと。 

エ 音楽をその背景となる文化・歴史などとかか

わらせて聴くこと。 

  

〔第２学年及び第３学年〕 

２ 内容 

  Ｂ 鑑賞 

   (1) 鑑賞の活動を通して、次の事項を指導する。 

ウ 我が国の音楽及び世界の諸民族の音楽におけ

る楽器の音色や奏法と歌唱表現の特徴から音楽

の多様性を理解して聴くこと。 

エ 音楽をその背景となる文化・歴史や他の芸術

とのかかわりなどから、総合的に理解して聴く

こと。 

 

第６節 美   術 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年〕 

 １ 目 標 

(3) 自然や美術作品などについての基礎的な理解や見

方を広げ、よさや美しさなどを感じ取る鑑賞の能力

を育てる。 

２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

鑑賞の活動を通して、次のことができるよう指導

する。 

 

 

 

 

〔第２学年及び３学年〕 

 １ 目 標 



(3) 自然の造形、美術作品や文化遺産などについての

理解や見方を深め、心豊かに生きることと美術との

かかわりに関心をもち、よさや美しさなどを味わう

鑑賞の能力を高める。 

２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

   (1) 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう

活動を通して、鑑賞に関する次の事項を指導する。 

ウ 日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調

べたり、それらの作品を鑑賞したりして、日本

の美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深め

るとともに、諸外国の美術や文化との相違と共

通性に気付き、それぞれのよさや美しさなどを

味わい、美術を通した国際理解を深め、美術文

化の継承と創造への関心を高めること。 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 ２ 第２の内容の指導については、次の事項に配慮する

ものとする。 

  (1) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては、生徒の

学習経験や能力、発達特性等の実態を踏まえ、生徒

が自分の表現意図に合う表現形式や技法、材料など

を選択し創意工夫して表現できるように、次の事項

に配慮すること。 

イ 美術の表現の可能性を広げるために、写真・ビ

デオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な

活用を図るようにすること。 

ウ 日本及び諸外国の作品の独特な表現形式、漫画

やイラストレーション、図などの多様な表現方法

を活用できるようにすること。 

４ 生徒が随時鑑賞に親しむことができるよう、校内の

適切な場所に鑑賞作品などを展示するとともに、生徒

や学校の実態に応じて、学校図書館等における鑑賞用

図書、映像資料などの活用を図るものとする。 

 

第７節 保 健 体 育 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔保健分野〕 

 ３ 内容の取扱い 

(7) 内容の(4)のイについては、食育の観点も踏まえ

つつ健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮

するとともに、必要に応じて、コンピュータなどの

情報機器の使用と健康とのかかわりについて取り

  (3) 自然、美術作品や文化遺産などについての理解や

見方を深め、心豊かに生きることと美術とのかかわ

りに関心をもち、よさや美しさなどを味わう鑑賞の

能力を高める。 

２ 内 容 

  Ｂ 鑑 賞 

鑑賞の活動を通して、次のことができるよう指導

する。 

イ 日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調べ

たり、それらの作品を鑑賞したりして、日本の美

術や文化と伝統に対する理解と愛情を深め、美術

文化の継承と創造への関心を高めること。 

ウ 日本及び諸外国の美術の文化遺産を鑑賞し、表

現の相違と共通性に気付き、それぞれのよさや美

しさ、創造力の豊かさなどを味わい、文化遺産を

尊重するとともに、美術を通した国際理解を深め

ること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 ２ 第２の内容の指導については、次の事項に配慮する

ものとする。 

(1) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては、生徒の

学習経験や能力、発達特性等の実態を踏まえ、生徒

が自分の表現意図に合う表現形式や技法、材料など

を選択し創意工夫して表現できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生徒が随時鑑賞に親しむことができるよう、校内の

適切な場所に鑑賞作品などを展示するとともに、学校

図書館等における鑑賞用図書、映像資料などの活用を

図るものとする。 

 

第７節 保 健 体 育 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔保健分野〕 

 ３ 内容の取扱い 

(7) 内容の(4)のイについては、必要に応じて、コンピ 

ュータなどの情報機器の使用と健康とのかかわりに

ついて取り扱うことも配慮するものとする。 

 



扱うことも配慮するものとする。 

(10)保健分野の指導に際しては、知識を活用する学習

活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うも

のとする。 

 

第８節 技術・家庭 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔技術分野〕 

２ 内 容 

  Ｄ 情報に関する技術 

(1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて、

次の事項を指導する。 

ア コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕

組みを知ること。 

イ 情報通信ネットワークにおける基本的な情報

利用の仕組みを知ること。 

ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り、

情報モラルについて考えること。 

エ 情報に関する技術の適切な評価・活用につい

て考えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ディジタル作品の設計・制作について、次の事

項を指導する。 

ア メディアの特徴と利用方法を知り、制作品の

設計ができること。 

イ 多様なメディアを複合し、表現や発信ができ

ること。 

(3) プログラムによる計測・制御について、次の事

項を指導する。 

ア コンピュータを利用した計測・制御の基本的

な仕組みを知ること。 

イ 情報処理の手順を考え、簡単なプログラムが

作成できること。 

 ３ 内容の取扱い 

 

(10)保健分野の指導に際しては、積極的に実験や実習

を取り入れたり、課題学習を行うなど指導方法の工

夫を行うものとする。 

 

第８節 技術・家庭 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔技術分野〕 

２ 内 容 

Ｂ 情報とコンピュータ 

(1) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割 

について、次の事項を指導する。 

ア 情報手段の特徴や生活とコンピュータとのか

かわりについて知ること。 

イ 情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り、情

報モラルの必要性について考えること。 

(2) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作

について、次の事項を指導する。 

ア コンピュータの基本的な構成と機能を知り、

操作ができること。 

イ ソフトウェアの機能を知ること。 

(3) コンピュータの利用について、次の事項を指導

する。 

ア コンピュータの利用形態を知ること。 

イ ソフトウェアを用いて、基本的な情報の処理  

ができること。 

(4) 情報通信ネットワークについて、次の事項を指 

導する。 

ア 情報の伝達方法の特徴と利用方法を知るこ

と。 

イ 情報を収集、判断、処理し、発信ができるこ

と。 

(5) コンピュータを利用したマルチメディアの活用

について、次の事項を指導する。 

ア マルチメディアの特徴と利用方法を知るこ 

と。 

イ ソフトウェアを選択して、表現や発信ができ

ること。 

(6) プログラムと計測・制御について、次の事項を

指導する。 

ア プログラムの機能を知り、簡単なプログラム

の作成ができること。 

イ コンピュータを用いて、簡単な計測・制御が

できること。 

３ 内容の取扱い 



(4) 内容の「Ｄ情報に関する技術」については、次の

とおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアについては、情報のディジタル化の方法

と情報の量についても扱うこと。(1)のウについて

は、情報通信ネットワークにおける知的財産の保

護の必要性についても扱うこと。 

イ (2)については、使用するメディアに応じて、個

人情報の保護の必要性についても扱うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

４ 各分野の指導については、衣食住やものづくりなど

に関する実習等の結果を整理し考察する学習活動や、

生活における課題を解決するために言葉や図表、概念

などを用いて考えたり、説明したりするなどの学習活

動が充実するよう配慮するものとする。 

 

第９節 外 国 語 

第１ 目 標 

外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り

、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュ

ニケーション能力の基礎を養う。 

 

第２ 各言語の目標及び内容等 

 英 語 

 ２ 内 容 

  (1) 言語活動 

ウ 読むこと 

主として次の事項について指導する。 

(ｳ) 物語のあらすじや説明文の大切な部分などを

正確に読み取ること。 

(ｵ) 話の内容や書き手の意見などに対して感想を

述べたり賛否やその理由を示したりなどするこ

とができるよう、書かれた内容や考え方などを

とらえること。 

エ 書くこと 

主として次の事項について指導する。 

(ｳ) 聞いたり読んだりしたことについてメモをと

ったり、感想、賛否やその理由を書いたりなど

   (2) 内容の「Ｂ情報とコンピュータ」については、

次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアについては、身近な事例を通して情報手

段の発展についても簡単に扱うこと。(1)のイにつ

いては、インターネット等の例を通して、個人情

報や著作権の保護及び発信した情報に対する責任

について扱うこと。 

イ (3)のイについては、生徒の実態を考慮し文書処

理、データベース処理、表計算処理、図形処理等

の中から選択して取り上げること。 

ウ (4)については、コンピュータを利用したネット

ワークについて扱うこと。 

エ (6)のイについては、インタフェースの仕組み等

に深入りしないこと。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 

 

 

 

 

 

第９節 外 国 語 

第１ 目 標 

外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図

り、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション

能力の基礎を養う。 

 

第２ 各言語の目標及び内容等 

 英 語 

 ２ 内 容 

  (1) 言語活動 

ウ 読むこと 

主として次の事項について指導する。 

(ｳ) 物語や説明文などのあらすじや大切な部分を

読み取ること。 

 

 

 

 

エ 書くこと 

主として次の事項について指導する。 

(ｲ) 聞いたり読んだりしたことについてメモをと

ったり、感想や意見などを書いたりすること。 



すること。 

 ３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

  (1) 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮す

るものとする。 

カ 辞書の使い方に慣れ、活用できるようにするこ

と。 

キ 生徒の実態や教材の内容などに応じて、コンピ

ュータや情報通信ネットワーク、教育機器などを

有効活用したり、ネイティブ・スピーカーなどの

協力を得たりなどすること。 

また、ペアワーク、グループワークなどの学習

形態を適宜工夫すること。 

 

第３章 道   徳 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

３ 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。 

(3) 先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなどを

題材とし、生徒が感動を覚えるような魅力的な教材

の開発や活用を通して、生徒の発達の段階や特性等

を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。 

 

第４章 総合的な学習の時間 

第１ 目 標 

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課

題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び

方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主

体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き

方を考えることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。 

(4) 育てようとする資質や能力及び態度については、

例えば、学習方法に関すること、自分自身に関する

 

３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

(1) 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮す

るものとする。 

キ 辞書の初歩的な使い方に慣れ、必要に応じて活

用できるようにすること。 

ク 生徒の実態や教材の内容に応じて、コンピュー

タや情報通信ネットワーク、教育機器などの有効

活用やネイティブ・スピーカーなどの協力を得る

ことなどに留意すること。 

 

 

 

第３章 道   徳 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

３ 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

第１章 総   則 

第４  総合的な学習の時間の取扱い  

１ 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や

学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習

や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生

かした教育活動を行うものとする。 

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらい

をもって指導を行うものとする。 

(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的

に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育

てること。 

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や

探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、

自己の生き方を考えることができるようにするこ

と。 

(3) 各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技

能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、

それらが総合的に働くようにすること。 

４ 各学校においては、学校における全教育活動との関

連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力

及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評

価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を

作成するものとする。 



こと、他者や社会とのかかわりに関することなどの

視点を踏まえること。 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮す

るものとする 

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては、他者と

協同して問題を解決しようとする学習活動や、言語

により分析し、まとめたり表現したりするなどの学

習活動が行われるようにすること。 

(3) 自然体験や職場体験活動、ボランティア活動など

の社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動

、観察・実験、見学や調査、発表や討論などの学習

活動を積極的に取り入れること。 

(6) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、

図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団

体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の

積極的な活用などの工夫を行うこと。 

 

第５章 特 別 活 動 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

〔学級活動〕 

 １ 目標 

学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集

団の一員として学級や学校におけるよりよい生活づく

りに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践

的な態度や健全な生活態度を育てる。 

２ 内 容 

学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上、

生徒が当面する諸課題への対応に資する活動を行うこ

と。 

  (3) 学業と進路 

   イ 自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用 

 

 

６  総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たって

は、次の事項に配慮するものとする。 

 

 

 

 

(2) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観

察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや

生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積

極的に取り入れること。  

(4) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、

図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団

体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の

積極的な活用などについて工夫すること。 

 

第４章 特 別 活 動 

第２ 内 容 

Ａ 学級活動 

学級活動においては、学級を単位として、学級や

学校の生活への適応を図るとともに、その充実と向

上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活

態度の育成に資する活動を行うこと。 

 

 

 

 

 

(3) 学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選

択に関すること。 

    学ぶことの意義の理解、自主的な学習態度の形成

と学校図書館の利用、選択教科等の適切な選択、進

路適性の吟味と進路情報の活用、望ましい職業観・

勤労観の形成、主体的な進路の選択と将来設計など 



 


